
委 託 業 務 説 明 書

Ⅰ   一般事項

（１） 委託業務の名称  令和７年度下水道管路等調査業務（単価契約）

（２） 業 務 内 容  別紙仕様書のとおり

（３） 業 務 期 間  本市で定める日より令和８年３月３１日迄

             ただし、次期単価契約締結まで延長できるものとする。

（４） 本市上下水道局下水道契約規程及び同契約条項を遵守すること。

（５） 当該委託業務担当責任者の経歴書を提出のこと。

Ⅱ 支払事項

（１） 前払い制度は行わない。

（２） 委託代金は、随時払いとする。


